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令和３年 第４回北海道議会定例会 予算特別委員会（総務部所管）開催状況

開催年月日 令和３年１２月１３日（月）
質 問 者 日本共産党 真下 紀子 委員
答 弁 者 総務部長兼北方領土対策本部長、教育・法人局長、学事課長

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

三 私学助成について

（一）私立幼稚園について （学事課長）
私立幼稚園でも、職員の処遇改善が問題となっており 新制度への移行についてでありますが、平成２７年度

ます。私学助成園と施設型給付園があって、２０１５年 から、幼児期の学校教育や保育、地域の子ども・子育て
の新制度によって、園の意向で、施設型給付園に移行で 支援を総合的に推進するため子ども・子育て支援新制度
きると聞いておりますけれども、その制度概要と、移行 がスタートし、従来の私学助成を受ける幼稚園から国が
した私立幼稚園数をお聞きします。 定める公定価格に基づき、市町村から運営費の給付を受

けます、幼稚園等への移行を選択できる制度となったと
ころであります。
また、令和３年４月現在の移行状況は、新制度開始前

の平成２７年３月からこれまでに廃止した幼稚園を除い
た４４２園のうち、９割にあたる３９８園が移行してお
り、従来の私学助成を受ける園は、４４園となっており
ます。

（二）処遇改善効果について （学事課長）
この背景には道が、２０１９年度まで、道単独措置の 私学助成についてでありますが、道では、私立幼稚園

減額を続けてきた。それがあるというふう思いますし、 に対する管理運営費補助金の園児一人当たりの補助単価
これを知って私は驚きを禁じ得ませんでした。道の私学 については、全額、国庫補助金と地方交付税を合わせた、
助成の水準があまりに低い。私学助成園のままでは処遇 いわゆる国費で措置し、これまでも前年度より増額とな
改善につながらないのではないかと考えますが、いかが るよう努めてきたところであり、私学団体の調査による
ですか。 と、令和２年度は全国で１６位となっております。

また、平成２９年度からは、国の補助制度を活用し、
幼稚園教員の安定的な人材確保と幼児教育の質の向上を
図るため、教員の処遇改善への支援にも取り組んできて
おります。

（三）私立高校に対する国の単価と道の単価の推移につ （学事課長）
いて 補助単価の推移についてでありますが、私立高等学
道の助成が低すぎて令和元年度４０位だったというこ 校管理運営費補助金の生徒一人当たりの補助単価のう

とですから、やはりこれは改めていかなければならない ち、国庫補助金と地方交付税を合わせた、いわゆる国
と思います。同様に国の単価が増額する一方、道は私立 費は、令和元年度は、３４万９，４４７円、２年度は、
高校への管理運営費対策補助金を減額し続けてきまし ３５万４，７２９円、３年度は、３５万８，５８０円
た。一人当たり単価の引き上げを抑制するという信じが となっており、道単独措置分は、元年度は、５，８７
たいことを行ってきたわけです。国の単価と、道の単価 ２円、２年度は、３，７８８円、３年度は、３，１２
の推移についてお示し願います。 ９円となっております。

（四）道の姿勢について （学事課長）
これは酷いやり方ですよね。なぜ、国は単価を増額し 管理運営費補助金についてでありますが、道では、厳

ているのに、道は減額して一般会計に繰り入れたりする しい財政状況も踏まえながら、道単独措置分の一部を減
んですか。 額しているものの、生徒一人当たりの補助単価は、前年

度より増額となるよう努めてきたところであります。
今後とも、私立高校の教育条件の維持向上や、学校経

営の健全性の確保などが図られるよう、国に対する財源
措置の要請も含め、限られた財源を効率的かつ効果的に
活用し、私立高校への管理運営費補助金の確保に努めて
まいります。

国は努力してきているでしょう。努力していないのは
道の方ですよ。減額しなければもっと充実させられたん
じゃありませんか。
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（五）公私間格差、地域間格差是正に関する認識につい （教育・法人局長）
て 私立高校生への修学支援についてでございますが、道
長年にわたって、私学に通う生徒、保護者の皆さんが では、私立高校に通う全ての生徒の皆さんが、家庭の経

公私間格差の是正を求めて、今般も２万１，４１７名の 済的事情に左右されることなく、安心して教育を受けら
署名とともに、要望されました。道は、私学教育に関し れるよう、修学環境を整備することが何より重要と認識
て、法の下の平等、教育の平等と機会均等の観点から、 しております。
私立高校生の修学支援制度について、公私間格差、地域 このため、国の就学支援金制度と、道の授業料軽減補
間格差を早急に解消することが必要と考えますけれど 助金の組み合わせにより、所得が一定水準を下回る世帯
も、生徒らの思いの受け止めて、認識を伺いたいと思い を対象に、授業料等の実質無償化を図るとともに、国に
ます。 対し、支給上限額の引き上げや、実質無償化世帯の拡充

など、就学支援金制度の更なる充実を要望しているとこ
ろでございます。
今後とも、世帯の所得状況や、授業料等の負担に係る

公私間格差の状況などを勘案するとともに、学校や私学
団体などのご意見も伺いながら、修学環境の整備に努め
てまいります。

（六）学費無償化に対する見解について （学事課長）
それが不十分なんですよ。日本はやっと国際人権規約 就学支援金制度についてでありますが、令和２年４月

が求めていた後期高等教育の無償化に向けて留保を撤回 から、国の制度が拡充され、授業料を対象に、年収５９
しました。そのために、２０２０年度から高等教育の無 ０万円未満程度の世帯には、月額３万３，０００円、年
償化をうたって、就学支援新制度を実施した訳ですけれ 収５９０万円以上、９１０万円未満程度の世帯には、月
ども、所得制限などがあった内容が不十分なんです。日 額９，９００円が、支給されることとなりましたが、道
本共産党は、所得制限をやめて公立高校と同等に私立高 内の私立高校における、施設整備費等を含めた授業料等
校の学費無償化にする必要があると考えているんですけ の平均額を下回っている状況にあります。
ど、見解を伺います。 このため、道としては、私立高校に通う全ての生徒が、

家庭の経済的事情に左右されることなく、安心して教育
が受けられるよう、更なる就学支援金制度の充実が必要
と考えており、都道府県ごとの平均授業料を適切に反映
した支給上限額の引き上げや、実質無償化世帯の拡充、
支給対象を授業料以外の納付金に拡大するなど、引き続
き国に対し、要望してまいります。

（七）所得制限の引き上げについて （学事課長）
困窮世帯の基準が低すぎるんですよね。コロナで困窮 他都府県の取組などについてでありますが、文部科学

する子育て世帯への給付金の支給は、９１０万円までと 省による、令和３年度における都道府県別私立高校生へ
なっています。現在の就学金の加算上限は５９０万円で の修学支援に関する調査では、対象とする年収区分や、
すから、困窮水準に届いていない訳ですよ。すでにおよ 補助額などの支援内容は、様々でありますが、２７都府
そ３０の都府県では所得制限が緩和されていると聞きま 県において、年収５９０万円以上９１０万円未満の範囲
すが、道はどのように把握をしているのか。道はなぜ取 内で、独自の支援制度を設けていると承知しております。
り組まないのか、併せてお聞きします。 一方、道におきましては、道内私立高校の平均授業料

の状況などを踏まえ、道の授業料軽減補助金により、年
収５９０万円未満程度の世帯を対象に、施設整備費等も
含め、実質無償化を図るなど、限られた財源を効果的か
つ効率的に活用し、保護者の負担軽減に努めてきたとこ
ろであります。

やはり対象拡大していくことが必要です。

（八）入学金、学校納付金について （教育・法人局長）
保護者負担が大きい入学金、学校納付金ですが、合理 納付金の状況についてでございますが、道内の全日制

性のない入学金は廃止する必要があると考えておりま 私立高校の、令和３年度における納付金の平均額は、入
す。道内私立高校の入学金、学校納付金の現状を、道は 学金などの入学時納付金が、２１万５５６円、授業料な
どう把握しているのか。家計に重たい負担となっている どの毎月納付金が、３万５，７６３円となっております。
とはお考えにならないのか。伺います。 道では、経済的な理由により、修学の機会が損なわれ

ることがないよう、これまでも、所得が一定の水準を下
回る世帯に対し、授業料の負担軽減を図るとともに、授
業料以外の教育に必要な経費に対する奨学のための給付
金制度のほか、奨学金や入学資金の貸付制度などの支援
により、教育活動に必要な保護者負担の軽減に取り組ん
できたところでございます。
道といたしましては、納付金の状況などを踏まえなが

ら、国に対し、修学支援に係る財源措置の充実を要望す
るなど､引き続き、保護者負担の軽減に努めてまいりま
す。

卒業のときに多額の借金を背負わされるというのはや
めた方がいいと思います。
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（九）奨学金の利用、退学率について （学事課長）
道内の私立学校について、奨学金の実態についてはど 奨学金等の貸付制度についてでありますが、公益財団

のように把握されているのか。また、経済的負担による 法人北海道高等学校奨学会では、新型コロナウイルス感
退学は減ってきているのかどうか伺います。奨学金とい 染症の影響による減収を含め、経済的な理由により、修
うのは、利息の付く借金であって、無利子にすることは 学が困難な生徒に対し、奨学金や入学資金の、無利子貸
当然なのですが、それだけではなくて奨学金の返済が困 付を行っております。
難になった場合、減額免除していくということが必要で また、やむを得ない事由により、返還が困難となった
す。コロナ対応の支援としても必要と考えますが、それ 場合には、返還の免除などの措置を行っております。
ぞれ道の見解を伺います。 道としては、こうした貸付制度は、修学を継続するた

めには、大変重要であると考えており、奨学会が行う、
資金の借入に係る利子補給や返還免除に対する助成など
の支援を行っております。
令和２年度の実績では、奨学金は、１，４２２名に対

し、約４億９，５００万円、入学資金は、７８名に対し、
約１，３００万円の貸付を行っており、返還免除は、４
３名、約 １，６００万円となっております。
なお、経済的な理由による中途退学者数は年々減少し

てきているものと承知しております。
経済的支援があれば学業を続けられるということの証

拠だと思います。返還免除について、やむを得ない事由
による返還免除、これを幅広く捉えられるように、よく
話を聞いて相談に乗っていただきたいということを申し
上げておきます。

（十）私学助成の見直し （総務部長兼北方領土対策本部長）
生徒の困難な状況を理解するのであれば、最初に申し 私立学校は､本道において公教育の一翼を担いながら、

上げたように、道が補助金を減らすことは、到底許され 建学の精神に基づく､特色ある教育を展開しており、子
ません。これは許されないことです。これで生徒が北海 どもたちに多様な教育を提供する上で、重要な役割を果
道から大事にされているとでもお考えになるのでしょう たしているものと認識しております。
か。そうだとしたら大きな誤解です。前知事からの悪弊 このため、道では、私立学校の教育条件の維持向上や、
となった私学助成のあり方を見直して、生徒がお金の心 修学上の経済負担の軽減を図るとともに、学校経営の健
配なく、学べる北海道へ変わっていくことが必要と考え 全性を高め､教育の振興を図ることを目的として、国の
ますが、見解を伺いいます。 制度を活用し､道単独の措置を講じるなど、私学助成に

取り組んできたところでございます。
道といたしましては、私立学校に通う生徒の皆さんが、

家庭の経済的事情に左右されず、安心して教育を受けら
れるよう､国に対し､私学助成に係る制度の充実や財源確
保などを要望するとともに、他都府県の取組なども参考
にしながら､限られた財源を効果的かつ効率的に活用し、
引き続き、私学助成の充実に努めてまいります。

他都府県に比べて授業料が低いわけですから、道の支
援が大きくすれば、十分学業を継続できるわけですから、
しっかり取り組んでいただきたいと思います。


